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項目名

■ □ □

実績

評価者

国民健康保険課長　新井　浩嚴

項目名

■ □ □

実績

評価者

国民健康保険課長　新井　浩嚴

項目名

■ □ □

実績

評価者

国民健康保険課長　新井　浩嚴

項目名

■ □ □

実績

評価者

国民健康保険課長　新井　浩嚴
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最優先

根拠法令 R2予算現額

11,637千円

期間

0.00 人
会年職

員

期間 1.00 人

特定保健指導業
務委託事業

40.0%

臨時職員 0.00 人

R1その他職員
従事割合

R3目標

0.20 人
会年職員 0.00 人

R3目標

R2決算額（見込み）

①13件

②13件

R2目標

平成20年4月から、各医療保険者には生活習慣病
予防及び疾病の早期発見・早期治療を通して、健康
の保持増進と生活の質の向上を図ることを目的とし
た特定健康診査と特定保健指導の実施が義務付け
られた。
実施率向上を目指し、特定保健指導の一部（動機付
け支援）については、直営体制から業務委託に切り
替え、国の目標値60％が達成できる体制の再構築
を目指すものである。

1.40 人
非常勤
特別職

0.00 人

①20.6％（令和3年6月25日時
点）

②

③

R2目標

0.00 人

R2実績

R1実績
Ｃ

どのように貢献したか

R1決算額

会年職員

20.6%

実施率向上に向けて、事
業の委託を行った。

高齢者の医療の確保に関する法律、国民健康保険
法

7,568千円 2,233千円

事業の目的及び具体的な内容
R1正規職員
人件費

R1目標

①特定保健指導（動機付け支
援）の実施率

②

③

3,862千円

実施率

目標設定の考え方・根拠R1予算現額

感染症拡大の影響を受け、２年度
目標は達成できなかったものの、元
年度については委託の効果が表れ
ていた。生活習慣病の発症を予防
し、医療費適正化を推進するため、
事業は継続していく。

特定保健指導の一部（動機付け支援）を、直営
体制から業務委託に切り替えることにより、目標
達成を目指したが、各医療機関では新型コロナ
ウイルス感染症の対応が優先され、特定健康診
査の実施率とともに低下したと考えられる。

R2正規職員
人件費

R2その他職員
従事割合

40.0%

新型コロナウイルス感染症の感染防止対
策を徹底してもらいながら、動機づけ支援
を実施してもらうよう周知した。

8,168千円

R2目標値が未達成の理由・分析

事業達成に向けての現在の課題及び今後
の課題解決に向けた取り組み

最優先 自治事務 法定受託事務 法定受託＋附加 7,500千円

指標名

各医療機関に事業内容について丁寧に説
明していくことで、実施できる医療機関数を
増やしていく。

国民
健康
保険
課

実施計画ランク 事業の種別

特
別

Ｒ１～

R2年度に改善した点

特定保健指導終了者数／被保険者数

R2～ 1,634千円

どのように貢献したか

R2正規職員
人件費

R2その他職員
従事割合

100.0% 100.0%
傷病手当金を支給すること
で更なる感染拡大の防止
を図った。

100.0%

0.00 人 R2実績

制度が開始されて間もないため申請漏れ
等がないよう、ホームページで周知するな
ど制度の普及・啓発に努めたい。

目標達成済み

事業達成に向けての現在の課題及び今後
の課題解決に向けた取り組み

Ａ

目標を達成することはできた。
適正な処理に努めたい。

R2年度に改善した点

新型コロナウィルスに感染した方、又は発熱等
の症状があり感染が疑われる方からの申請に対
し、迅速かつ適切に処理し支給（却下）することを
目標とした。

R1その他職員
従事割合

R1目標

新型コロナウィルス感染症については、国内で感染
が拡大している状況の中、更なる感染拡大を防止す
るためには、労働者が感染した場合（発熱等の症状
があり感染が疑われる場合を含む）に休みやすい環
境を整備することが重要となることから、国民健康保
険の被保険者に対し傷病手当金を支給するもので
ある。

0.00 人
非常勤
特別職

0.00 人

0千円

事業の目的及び具体的な内容
R1正規職員
人件費

R1決算額

令和2年度から開始されたため特になし。
R2決算額（見込み）

R2目標値が未達成の理由・分析

0千円
①申請件数

②処理件数

指標名 目標設定の考え方・根拠

R1実績

1,245千円

国民
健康
保険
課

実施計画ランク 事業の種別

特
別

R1予算現額

傷病手当金支給
事業

根拠法令

0千円

R2予算現額

自治事務 法定受託事務 法定受託＋附加

申請件数に対する処理件数の割合

国民健康保険法、所沢市国民健康保険条例 2,310千円

臨時職員

どのように貢献したか

受診率向上に向けて、県
の事業に参加した。

どのように貢献したか

レセプト内容の点検をする
ことで医療費の適正化を行
い、歳出を抑制した。

３．すべての
人に健康と

福祉を

３．すべての
人に健康と

福祉を

３．すべての
人に健康と

福祉を

３．すべての
人に健康と

福祉を

国民
健康
保険
課

実施計画ランク 事業の種別

特
別

国民
健康
保険
課

自治事務 法定受託事務 法定受託＋附加

R1決算額

糖尿病性腎症重
症化予防対策事
業

根拠法令 R2予算現額 R2決算額（見込み）

実施計画ランク 事業の種別 R1予算現額

優先

R2年度に改善した点

受診勧奨対象者の受診率

医療費が高額になる腎不全への対策として、腎
機能が低下しており、かつ医療機関に受診して
いない人を医療に適切に結びつけることが重要
であるため、過去の実績等を考慮し、医療機関
の受診率を指標とするものである。

緊急事態宣言の動向等を踏まえ、全体的
なスケジュールにおいて、開始を遅らせて
保健指導の回数を当初６回の計画から４回
に変更した。

R1目標 R1実績 R2目標値が未達成の理由・分析

目標設定の考え方・根拠

Ｂ

通知内容や方法、効果的な広報や
生活習慣病に係る病識の啓発によ
り事業参加者が増えたが、継続し
てさらなる工夫を続けていく。
所沢市医師会の協力により、協力
医療機関へは、本事業についての
周知が進んだが、対象者において
は早期受診の重要性が十分に認
識されていないと考えられるため、
関係機関と協力し、早期受診の重
要性を機会を捉えて啓発していくこ
とが求められる。

指標名

25,510千円

事業の目的及び具体的な内容
R1正規職員
人件費

R1その他職員
従事割合

国民健康保険法 29,851千円

特
別

6,943千円

25,838千円

27.5%

R2正規職員
人件費

R2その他職員
従事割合

16.6%

①受診勧奨対象者の受診率

②保健指導対象者の修了率

③継続支援対象者の参加率

R2目標 R2実績

非常勤
特別職

17.0%

R3目標
会年職員 0.00 人

事業達成に向けての現在の課題及び今後
の課題解決に向けた取り組み

10,806千円 臨時職員 0.00 人
①16.6％

②80.0％

③37.1％

16.0%

さらなる参加者の確保に向けて、関係機関
と連携の上、事業案内・広報の工夫、実施
方法の多様化の検討を含めた改善を行っ
ていく。
また、関係機関と連携を深め、早期受診の
重要性について普及啓発していく。

18.0%

1.30 人 0.00 人

未受診理由としては、症状が出ていないことによ
る必要性の認識の欠如や忙しさなどが想定され
る。早期の取り組みの重要性が十分に理解され
ていないと考えられる。

事務事業名称 事業概要（全体）
活動実績(R2)

R1予算現額 R1決算額

H26～

県の指定を受けたモデル事業であり、国保連合会と
の共同事業として実施。各保険者が事業費用を分
担金として負担。具体的には、レセプトと健診データ
を活用し、糖尿病が重症化するリスクの高い未受診
者・受診中断者を医療に結びつける受診勧奨と、糖
尿病性腎症で通院する被保険者のうち、重症化する
リスクの高い者に対して保健指導を行い、人工透析
への移行を防ぐ。

25,964千円

0千円最優先

0.85 人

経費

投入コスト

所属
名称

SDGsへの貢献
(最大3つ)

会
計

成果

成果指標
事業自体が
貢献する
項目

実施手法等
の工夫により
貢献できた
項目(任意)

評価及び次年度以降に向けた課題・取り組みなど

総合
評価

評価
理由

現状の課題

指標名 目標設定の考え方・根拠

S

令和2年度よりレセプト点検業務を
委託し、歳出金額が大幅に削減さ
れた。
引き続き効果が上がるよう取り組
んでいく。

－

目標達成済み100.0%

①レセプト点検率

②再審査申出件数

決算額に対する再審査申出に伴う効果額の割
合

再審査申出に伴う効果額は、レセプト件数や病
院での算定内容によって増減が大きいため、費
用対効果を指標とする。

R2決算額（見込み）

R1目標

R2年度に改善した点

2,832千円

自治事務 法定受託事務 法定受託＋附加 0千円

レセプト点検業務を臨時的任用職員による
目視点検から機械点検への委託に変更し
た。

レセプト点検業務
委託事業

根拠法令 R2予算現額

国民健康保険法 3,212千円

事業の目的及び具体的な内容
R1正規職員
人件費

R1その他職員
従事割合

R1実績 R2目標値が未達成の理由・分析

1　埼玉県国民健康保険団体連合会で審査されたレ
セプトを受領し、電算処理する。
2　レセプト点検システムにより内容点検を行う。
3　内容について疑義がある場合は、埼玉県国民健
康保険団体連合会へ再審査の依頼をする。

0.00 人
非常勤
特別職

0.00 人 －
事業達成に向けての現在の課題及び今後
の課題解決に向けた取り組み

0千円 臨時職員 0.00 人

①100％

②8,998件

R2目標 R2実績

委託を開始して間もないので、点検委託の
方法等について検討していく。

R2正規職員
人件費

R2その他職員
従事割合

239.7%

期間 0.10 人 R3目標

R2～ 817千円 150.0%

期間
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事務事業名称 事業概要（全体）
活動実績(R2)

経費

投入コスト

所属
名称

SDGsへの貢献
(最大3つ)

会
計

成果

成果指標
事業自体が
貢献する
項目

実施手法等
の工夫により
貢献できた
項目(任意)

評価及び次年度以降に向けた課題・取り組みなど

総合
評価

評価
理由

現状の課題

項目名

■ □ □

実績

評価者

国民健康保険課長　新井　浩嚴

項目名

■ □ □

実績

評価者

国民健康保険課長　新井　浩嚴

項目名

■ □ □

実績

評価者

国民健康保険課長　新井　浩嚴

どのように貢献したか

数量シェア率向上に向け
て、啓発活動を行った。

３．すべての
人に健康と

福祉を

どのように貢献したか

人間ドックの実施により後
期高齢者の健康づくりに寄
与した。

どのように貢献したか

健康診査の実施により後
期高齢者の健康づくりに寄
与した。

３．すべての
人に健康と

福祉を

３．すべての
人に健康と

福祉を

会年職員 0.00 人

今年度中のジェネリック医薬品の数量シェ
ア率の目標値である80％を達成すべく、さ
らなる使用促進を目指していく。

R2その他職員
従事割合

80%（指標：ジェネリック医薬品
数量シェア率）

事業達成に向けての現在の課題及び今後
の課題解決に向けた取り組み

3,242千円 臨時職員

R3目標

R2目標

79.0%

R2実績

77.7%

H25～ 2,777千円

0.00 人
①79.0％

②

③

ジェネリック医薬
品利用促進事業

期間

R2決算額（見込み）

特になし

R2正規職員
人件費

令和2年3月診療分より変更となった数量シェア
の算出方法（「調剤のみ」から「調剤＋医科の院
内処方」）も影響しているが、ほぼ目標を達成で
きている。

法定受託事務 法定受託＋附加 1,388千円 814千円

1,351千円 803千円

0.34 人

R2予算現額

R2目標値が未達成の理由・分析

R1決算額 指標名 目標設定の考え方・根拠

Ｂ

数量シェアの伸長により、被保険者
の薬剤料の負担軽減、国民健康保
険からの薬剤料の支出抑制に繋
がっていると考えられる。
しかし県内市町村の中では、数量
シェアの数値は下位に位置するた
め、今後、更なる利用推進を行う必
要があると考えている。

R2年度に改善した点

①ジェネリック医薬品数量シェア

②

③

ジェネリック医薬品数量シェア

ジェネリック医薬品数量シェア
後発医薬品の数量シェア＝後発医薬品の数量
÷（後発医薬品のある先発医薬品の数量＋後発
医薬品の数量）×100

ジェネリック医薬品の普及啓発を進めるた
め、啓発シール、啓発ポスター等におい
て、改善を加えた。

国民
健康
保険
課

実施計画ランク 事業の種別

特
別

R1予算現額

優先 自治事務

根拠法令

ジェネリック医薬品の利用率の目標値を数量ベース
で80％と定め、ジェネリック医薬品の利用促進シー
ルの配布等により被保険者への周知・啓発活動を
すすめるとともに、医師会、歯科医師会、薬剤師会
等、医療関係者に対しても協力・連携を図り、目標達
成を目指す。

R1目標 R1実績事業の目的及び具体的な内容
R1正規職員
人件費

R1その他職員
従事割合

80%（指標：ジェネリック医薬品
数量シェア率）

0.39 人
非常勤
特別職

0.00 人
78%（指標：ジェネリック医薬品
数量シェア率）

期間 1.53 人 R3目標

0.00 人

38.0%

埼玉県後期高齢者医療広域連合が実施すべき健康
診査について市が業務を受託している。
後期高齢者医療の被保険者に対し、市から健康診
査受診券を送付し、受診希望者は市から委託を受
けた医療機関において基本的な健康診査を受診す
る。
被保険者の健康保持増進を図るとともに、医療費の
適正化を図る。

1.53 人
非常勤
特別職

Ｈ20～ 12,497千円

R2実績

R2正規職員
人件費

R2その他職員
従事割合

36.2%（見込）

39.0%

臨時職員

①16,050人（見込）

②44,295人

③

R2目標

会年職員

埼玉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療
に関する条例

161,095千円 161,095千円

事業の目的及び具体的な内容
R1正規職員
人件費

R1その他職員
従事割合

重要 自治事務 法定受託事務 法定受託＋附加 142,983千円 136,175千円

受診する被保険者と受診しない被保険者が固定
化しているため、受診率に大きな変化がなく、目
標値が未達成になったと考えられる。

目標設定の考え方・根拠

Ｂ

R2決算額（見込み）

R1目標 R1実績 R2目標値が未達成の理由・分析

0.00 人 37.0% 34.4%

受診率は目標を達成できなかった
ものの、受診者数は増加しており、
広報活動の成果は得られている。
今後も広域連合及び国民健康保険
の特定健康診査等実施事業と連携
して、事業の周知を図っていく。

①受診者数

②対象者数

③

受診率

R1決算額 指標名 R2年度に改善した点

埼玉県後期高齢者医療広域連合第2期保健事
業実施計画（データヘルス計画）（2018～2023
年）の受診率を目標とする。

周知のツールを増やした。（ポスター掲示
及びチラシ配布依頼、新聞折込チラシ、ＪＣ
ＯＭ放映等）

事業達成に向けての現在の課題及び今後
の課題解決に向けた取り組み

毎年受診していない被保険者への働きか
けが必要である。令和3年度は、保健事業
と介護予防の一体的実施事業の対象者と
健診未受診者が一部重複するため、当該
対象者に健診の受診勧奨を行っていく。

国民
健康
保険
課

実施計画ランク 事業の種別

一
般

①518人
②
③

R1予算現額

健康診査実施事
業

根拠法令 R2予算現額

R2目標

R2正規職員
人件費

0.55 人

Ｈ20～ 4,492千円

R2その他職員
従事割合

999人

R3目標

1,055人

期間

518人

所沢市後期高齢者医療被保険者総合健康診断検
診料補助金交付要綱

14,212千円 8,406千円

事業の目的及び具体的な内容
R1正規職員
人件費

7,481千円

非常勤
特別職

0.00 人

0.00 人

R2目標値が未達成の理由・分析
R1その他職員
従事割合

重要 自治事務 法定受託事務 法定受託＋附加 14,970千円

R2年度に改善した点

受診者数
個別の問い合わせに対し、健康診査と併
せて人間ドックも案内した。

事業達成に向けての現在の課題及び今後
の課題解決に向けた取り組み

健康診査事業と一体となって受診者数を増
やしていく。

①受診者数
②
③

受診者数

目標に対する実績の割合が70% 未
満のため。

920人

医療センターの健診事業が新型コロナウイルス
の影響で中断していたこと及び、新型コロナウイ
ルスの影響による受診控えが目標値未達成の
要因と考える。

R1決算額 指標名 目標設定の考え方・根拠

Ｃ
R1目標 R1実績

R2実績

852人

臨時職員

国民
健康
保険
課

実施計画ランク 事業の種別

一
般

R1予算現額

総合健康診断（人
間ドック）補助事
業

根拠法令 R2予算現額

後期高齢者医療被保険者が市民医療センターで受
診する総合健康診断（人間ドック）の検診料に対し、
日帰りコースは16,500円、生活習慣病コースは
15,000円を補助する。
検診料の一部を補助することで、受診を促し、疾病
の早期発見、生活習慣病予防により健康保持・増進
を図る。

12,717千円

会年職員 0.00 人

R2決算額（見込み）

13,871千円

0.90 人

0.00 人


